
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

地
方
税
法
施
行
令
に
関
す
る
事
項

一

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

１

配
偶
者
控
除
及
び
配
偶
者
特
別
控
除
に
係
る
改
正
に
伴
い
、
寡
婦
控
除
の
適
用
対
象
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
三
の
三
、
第
七
条
の
五
、
第
七
条
の
十
三
、
第
七
条
の
十

六
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
六
条
の
二
の
二
、
第
四
十
六
条
の
三
、
第
四
十
七
条
の
三
、
第
四
十
八
条
の
六
、
第

四
十
八
条
の
七
関
係
）

２

県
費
負
担
教
職
員
の
給
与
負
担
に
係
る
改
正
に
伴
い
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
以
下
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

㈠

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
納
税
義
務
者
が
前
年
以
前
三
年
内
の
各
年
の
翌

年
の
一
月
一
日
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
場
合
又
は
賦
課
期
日
現
在
に
お
い

て
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
納
税
義
務
者
が
前
年
以
前
三
年
内
の
各
年
の
翌
年
の
一
月

一
日
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
場
合
に
お
け
る
外
国
税
額
控
除
の
控
除
余
裕
額
の
計
算
方
法



を
規
定
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
の
十
九
、
第
四
十
八
条
の
九
の
二
関
係
）

㈡

特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
つ
い
て
、
市
町
村
が
払
い
込
む
べ
き
額
の
算
定
に
用
い
る

按
分
率
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
八
条
、
改
正
令
附
則
第
二
条
関
係
）

３

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
等
の
範
囲
に

、
電
子
証
明
書
等
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
国
税
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
出
力
し
た
書
面
を
加
え
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
八
条
の
四
関
係
）

二

そ
の
他

国
税
犯
則
調
査
手
続
の
見
直
し
に
伴
い
、
地
方
税
犯
則
調
査
手
続
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に

、
地
方
税
法
施
行
令
総
則
に
規
定
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

㈠

臨
検
等
及
び
鑑
定
に
係
る
許
可
状
の
請
求
書
に
つ
い
て
、
書
面
で
行
う
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
載
事
項

を
定
め
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
十
二
の
三
、
第
六
条
の
二
十
二
の
八
関
係
）

㈡

間
接
地
方
税
に
つ
い
て
、
そ
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
十
二
の
四
関
係
）

㈢

領
置
等
を
し
た
と
き
に
作
成
す
る
目
録
に
つ
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
十
二
の
五



関
係
）

㈣

領
置
物
件
等
に
つ
い
て
、
還
付
が
で
き
な
い
場
合
に
公
告
を
行
う
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
十
二
の

七
関
係
）

㈤

臨
検
等
の
夜
間
執
行
の
制
限
を
受
け
な
い
地
方
税
に
つ
い
て
、
そ
の
細
目
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
十
二

の
九
関
係
）

㈥

質
問
等
を
し
た
と
き
に
作
成
す
る
調
書
に
つ
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
二
十
二
の
十

関
係
）

第
二

そ
の
他

１

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

２

前
記
第
一
の
一
の
１
及
び
２
㈠
の
改
正
は
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
一
の
３
の
改
正
は
平
成
三
十
二
年

一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


